
                      専 決 第 ２ ３ 号  

 

専  決  処  分  書  

 

和 解 を 成 立 さ せ る こ と 及 び 損 害 賠 償 の 額 を 定 め る こ と に  

つ い て   

 

和 解 を 成 立 さ せ る こ と 及 び 損 害 賠 償 の 額 を 定 め る こ と に つ い て は ，

地 方 自 治 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 ６ ７ 号 ） 第 ９ ６ 条 第 １ 項 第 １ ２ 号 及  

び 第 １ ３ 号 の 規 定 に よ り ， 議 会 の 議 決 を 要 す べ き と こ ろ ， そ の 処 置  

に 特 に 緊 急 を 要 し ， 議 会 を 招 集 す る 時 間 的 余 裕 が な か っ た の で ， 同  

法 第 １ ７ ９ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り ， 下 記 の と お り 専 決 処 分 す る 。  

 

記  

 

１  賠 償 の 金 額  

   金 １ ， ０ １ ３ ， ７ ８ ０ 円  

２  賠 償 す る 相 手 方  

   住 所  香 川 県 綾 歌 郡 綾 川 町 陶 ７ ０ ０ ４ 番 地 ２  

   氏 名  有 限 会 社 サ チ オ イ ン タ ー ナ シ ョ ナ ル ト レ ー デ ィ ン グ  

      代 表 取 締 役  ア ラ ン グ  ゼ イ ブ  

３  理 由  

   オ ー ク シ ョ ン で 落 札 さ れ た 消 防 局 保 有 の 車 両 の 備 品 の 取 外 し

作 業 中 に 起 き た 破 損 事 故 に つ い て ， 本 市 と 落 札 者 で あ る 相 手 方

と の 間 で 和 解 を 成 立 さ せ る た め 。  

 

 

   令 和 ２ 年 １ ０ 月 ２ ８ 日  

 

伊 丹 市 長  藤  原   保  幸  

報・専２３



 （ 参  考 ）  

１  和 解 成 立 日  

   令 和 ２ 年 １ ０ 月 ２ ８ 日  

２  相 手 方  

   住 所  香 川 県 綾 歌 郡 綾 川 町 陶 ７ ０ ０ ４ 番 地 ２  

   氏 名  有 限 会 社 サ チ オ イ ン タ ー ナ シ ョ ナ ル ト レ ー デ ィ ン グ  

      代 表 取 締 役  ア ラ ン グ  ゼ イ ブ  

３  和 解 条 項  

⑴  ４ ０ ｍ 級 は し ご 付 き 消 防 自 動 車 （ 以 下 「 本 件 物 件 」 と い う 。）  

の 売 買 代 金 は 金 １ ， ０ １ ３ ， ７ ８ ０ 円 と す る 。  

⑵  伊 丹 市 は 相 手 方 に 対 し ， 本 件 物 件 の フ ロ ン ト ガ ラ ス の 破 損 に  

よ り 相 手 方 が 被 っ た 一 切 の 損 害 に 対 す る 賠 償 と し て ， 前 号 と 同  

額 の 損 害 賠 償 金 の 支 払 義 務 の あ る こ と を 認 め る 。  

 ⑶  伊 丹 市 と 相 手 方 と は ， 伊 丹 市 が 相 手 方 に 対 し て 既 に 受 領 済 み  

の 契 約 保 証 金 １ ０ ０ ， ０ ０ ０ 円 を 返 還 し た う え で ， 伊 丹 市 の 相  

手 方 に 対 す る 第 １ 号 の 売 買 代 金 債 権 と ， 相 手 方 の 伊 丹 市 に 対 す  

る 前 号 の 損 害 賠 償 金 債 権 を ， 本 示 談 の 効 力 発 生 日 に お い て 対 当  

額 で 相 殺 す る こ と に 同 意 す る 。  

 ⑷  伊 丹 市 と 相 手 方 の 間 に は ， 本 件 物 件 に 関 し ， 示 談 書 お よ び 本  

件 物 件 の 売 買 契 約 書 に 定 め る 他 に は 一 切 の 債 権 債 務 が な い こ と  

を 相 互 に 確 認 す る 。  

４  事 件 の 概 要  

令 和 ２ 年 ８ 月 ２ ５ 日 午 後 ６ 時 １ ０ 分 頃 ， 官 公 庁 オ ー ク シ ョ ン

で の 落 札 決 定 を 受 け ， 消 防 局 の 職 員 が 本 件 物 件 の 備 品 の 取 外 し

作 業 を 実 施 し た 。 そ の 際 ， フ ロ ン ト ガ ラ ス 内 側 に 設 置 し た ド ラ

イ ブ レ コ ー ダ ー の 取 外 し 作 業 が 難 航 し ， 接 着 剤 の 加 熱 剥 離 等 に

用 い ら れ る 機 材 に よ っ て ， フ ロ ン ト ガ ラ ス を 外 側 か ら 加 熱 し た

と こ ろ ， フ ロ ン ト ガ ラ ス に 亀 裂 を 生 じ さ せ た 。  

そ の 後 ， 損 傷 し た 本 件 物 件 の 引 渡 し に つ い て 相 手 方 と 交 渉 し  

た 結 果 ， 令 和 ２ 年 １ ０ 月 ２ ８ 日 に 和 解 が 成 立 し た も の で あ る 。                 

報・専２３-２＊




